
1）国は、「日本脳炎に係る定期の予防接種者数の把握にフいて（依頼）」（平成21年6   

月2日付け結核感染症課長通知）に基づき⊥医療機関に対して、引き続き、車戌22  

ヰ度の接種状況たっいての報告について協力を求め、速達に把握するよう努める三   

と。  

2）国は、平成22年度の予防接種シーズンにおいては、予定されているワクチンの供給   

量では、接種甲機会を逃したすべての者に対する十分な接種の機会の提供が困難で   

あることについて、国民、自治体関係者及び医療従事者等に対し、情報提庚を行うこ   

と。  

3）国は、平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した   

者のうち、・3回め接種を受けていないものの保護者等が、それらの者に日本脳炎の予   

蛎接種を受けさせるべきかどうか判断できるように、疾患の特性及び感染リスクの高い   

者等に関する情報を厚生労働省ホームページ「日本脳炎ワクチン接種に係るQ＆A注  

1）痔を通して分かりやすく提供すること。ま吏ヾ自治体関係者及び医療従事者等が、   
保護者等から相談を受けた際に、適切な助言を行えるよう，厚生労働省は、都道府   
県等を通じ、疾患の特性及び感染リスクの高い者等に関する情報並びにワクチンの流   

通在庫量等に係る情報を適切に提供すること。  

注1）∴「日本脳炎ワクチン接種に係る0冬A（平成21年5月末改訂版）」  
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4）市区町村は、2）に示すような保護者等から接種の希望があった場合に、ワクチンの   

流通在庫量などを勘案しながら、接種が受けられるよう、その機会の確保に顛めること。   

また、由は、ワクチンの流通在庫量等に係る情報を適宜提供するとともに÷接種の機   

会を逃した者のうち、平成17年の予防療種の積極的な勧奨の差し控えが行われた当   

時に、予防接種法施行令に定める筆1期の接種対象の年齢で卒った看で、同政令に   

定める第2期の接種期間に相当する者（車成亭2年度に9歳から1－2歳仁なる者）に対   

しても、日本脳炎ウイルスに対する基礎的な免疫を付与するために必要な第1期とし   

ての3回接種の機会を提供できるよう、予防接種実施規則及び通知による対応を行う  

こと。  

（4）乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを第2期として用いる場合の考え方について   

○薬事承認において、乾燥細胞培養日本昭炎ワクチシは、「第2回目の追加免疫以降の   

使用経験が少ないことから安全性・有効性が確立していない（使用経験が少ない）。」とさ  

れたことを受け、提言においても「現時点では、第2期の定期接種で使用可能と位置付け   

ることは困難」とされていることから、現在は、第2期に使用するワクチンと位置付けられて   

いない。「提言」を受け、現在、第2回目以降の追加免疫の安全性・有効性等に関する   

検討が行われている。今後、′過去にマウス脳による製法の日本脳炎ワクチンで免疫を付  
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与された児に対する第2期での安全性・有効性のデータの集積がとりまとめられたところで、   
企業において、添付文書上の「用法及び用量に関連する接種上の注意」における「第2回   
目以降の追加免疫以降の有効性及び安全性は確立していない（使用経験が少ない0）」   

との記述部分に関する一部改訂が行われる予定である。   

○第2期の予防接種にういては、上記の結果を踏まえて、今後、速やかに検討することが   

必要である。  

′、3．おわりに  

○ 日本脳炎の予防接種の進め方についてはワクチンの供給量によって大きく影響を受ける   

ため、平成22年度の日本脳炎ワクチンの接種状況や今後の供給状況等を勘案しつつ、   
第2期のワクチンの使用の可否等の知見の集積等を速やかに行うよう、すべての関係者は  

努力すること、また、予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより痩種の機会を逃した   

者に対する対応についての議論をできる限り早急た再開できる土とを強く望むものである。  
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